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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報
を放送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、午前８時、１１時、午後２時、５時
の４回放送しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 
῍ிଐஜٻᩗỂᘮẰủẺႏẰỮồ῍ 

ᾆஉᾀଐẦỤҔၲೞ᧙Ểỉӕụৢẟầ٭ỪụộẴ 
 震災後、被災者が病院で受診する場合は、さまざまな特例措置が認められておりましたが、７月

１日から医療機関での取り扱いが変わりますので、注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町の国民健康保険に加入している人は、各市町の

免除証明書の交付準備に時間がかかるため、免除証明書が必要になるのは８月１日からです。７月

末までは、免除証明書を提示しなくても、これまでどおり申し出により窓口負担が免除されます。 

 詳しくは、健康推進課（�５４－２１１１）まで。 

 

 震災に伴い保険証を紛失したり、家に残した

まま避難している人は、窓口で保険証を提示で

きなくても、氏名、生年月日、住所、事業所な

どを伝えれば受診できます。 

≙உ↭↖≋ྵנ↝ӕ↹ৢⅳ≌ 
 

 受診する際は、窓口で保険証の提示が必要に

なります。保険証をお持ちでない人は、再交付

を受けてください。 
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 次に該当する人は、その旨をᆸӝỂဎẲЈủ

ị、一部負担金の支払いが免除されます。 

 ①住家の全半壊、全半焼、これに準ずる被災。 

 ②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷

病を負った場合。 

 ③主たる生計維持者が行方が不明。 

 ④主たる生計維持者が業務を廃止・休止。 

 ⑤主たる生計維持者が失職し、収入がない。 

 ⑥原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的

避難区域および緊急時避難準備区域に関する

指示の対象となっている。 

※すでに窓口で一部負担金を支払った人は、後

日、保険者から還付される場合がありますの

で、領収書を大切に保管してください。 
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 ᆸӝỂẆɟᢿਃễỄỉβᨊᚰଢỉ੩ᅆ

ầ࣏ᙲỆễụộẴ。 

 国民健康保険または後期高齢者医療に加入

している人は市町村に、協会けんぽ、船員保険、

健康保険組合、共済組合などに加入している人

は、それぞれの保険者に申請し、免除証明書の

交付を受けてください。 

※免除証明書を提示しない場合、窓口負担を請

求されることがあります。 
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◆ᘍ૾ɧଢᎍỉৎቔɥỉӕụৢẟỆếẟề    
 東日本大震災の行方不明者について、「死亡の事実を証すべき書面」を添付することで、死亡届の
手続きができることになりました。 
 現在、震災で亡くなった人の死亡届の戸籍記載に時間を要しているため、行方不明者の死亡届の
受け付けを開始できない状況にあります。受付開始の時期については、あらためて「広報りくぜん
たかた」でお知らせします。 
 なお、申請に係る書類（申述書など）を市民環境課窓口に備えておりますので、事前に受け取り
のうえ、届け出の準備をお願いします。 
 
◆ৎቔỉരʧފỉᚡ᠍ཞඞỆếẟề 
 ６月４日までに届け出のあった戸籍について、６月２１日より戸籍謄・抄本を交付します。だた
し、同じ戸籍の中の家族について、６月４日以降に戸籍の届け出をしている場合は、届出済の記載
が終了するまで交付できませんので、もうしばらくお待ちください。 

 

◆ዬ࣯ᨽဇᎍႇૅੲʙಅẐႇ᩿˟ẑ͵ỉấჷỤẶ 
 市では、下表のとおり登録面接会を開催します。 

ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ 

６月１９日（日） 
午前９時～午前１１時３０分 広田町 広田小学校 

午後１時３ 分～ 後３時 小友町 モビリア 

６月２１日（火） 午後１時３０分～午後３時 広田町 慈恩寺 
６月２５日（土） 午前１０時～午前１１時３０分 高田町 第一中学校 
６月２９日（水） 午前９時～午前１１時３０分 広田町 広田小学校 

▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、事業者の求人登録（情報収集）、ハロー
ワークとの連携など 

 詳しくは、受託事業者「オフィス小川 陸前高田営業所」（�０８０－２８２０－７９２０）ま
で。 

 

 ᜱٟ૰ႻᛩỉấჷỤẶࡰͺѦᎍٶ◆
 岩手県では、岩手弁護士会と連携し、多重債務や一般の法律相談（無料）を実施します。 
▽会場 大船渡地区合同庁舎相談室 
▽相談日程 ６月２２日（水）午前１０時～午後３時 
▽相談時間 １人あたり４０分 
▽申込方法 相談は、原則予約制です。前日（６月２１日）までに大船渡地域振興センター地域 
     振興課（�２７－９９１１）に連絡してください。 
 
◆АೞὉἓỹὊὅἏὊӕৢᜒ፼˟ấợỎౡஙẶỮᜒܭ፼˟ỉấჷỤẶ 
 シルバー人材センターでは、上記講習会の受講生を募集しています。 
▽日時 
 ・刈払機・チェーンソー取扱講習会 ６月２４日（金）午前９時～午後３時 
 ・植木せん定講習会 ６月２８日（火）午前９時～午後３時 
▽場所 シルバーワークプラザほか 
▽対象者 一般市民 
▽募集定員 各２０人（定員になり次第締め切り） 
▽受講料 無料 
▽申し込み・問い合わせ先 シルバー人材センター（�０８０－１６９３－４８１１、０８０－ 
            １６９３－４８１２） 
 
◆໗ỉܼỉМဇ૰Ệếẟề 
 矢作町生出地区の「ホロタイの郷 炭の家」では、館内清掃のため１８日（土）、１９日（日）と
休館します。２０日（月）からは通常営業となりますが、利用料金は次のとおりです。 
▽宿泊料 大人３，５００円、中高生２，７００円、小学生２，０００円 
▽夕食・朝食 ２，５００円 
▽入浴のみ ５００円 
※利用者は、炭の家（�５８－２１４１）まで事前予約をお願いします。 

 


